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➢ STACYの起動系核計装（既設）は、その計測対象である中性子束を中性

子カウント毎秒（単位：ｓ－１）で計測している。起動系核計装が実際に計測

する物理量が「中性子カウント毎秒」であることを踏まえて、起動系核計装

の計測範囲の表記について、従来の「原子炉出力（単位：Ｗ）」から「中性

子カウント毎秒（単位：ｓ－１）」に変更する設工認申請を行う。

➢ STACYの確実な運転再開に向けた高経年対策

として、起動系の検出器を更新する。（今後、

設工認申請書の一部補正により記載を追加）

申請の経緯及び概要

1
STACY起動系核計装指示計（既設）

起動系は、中性子カウント
毎秒（単位：ｓ－１）を計測

現行の設工認申請書
（起動系核計装の設計仕様より抜粋）

名称 起動系

検出器の種類 B-10比例計数管

計測範囲 1×10-5 ～ 2×100 W

系統数 ２系統



STACYの概要

炉 型 濃縮ウラン燃料軽水減速型

熱 出 力 最大200W

週間積算出力 最大0.3kW・ｈ

年間積算出力 最大３kW・ｈ

燃 料 ウラン棒状燃料（235Ｕ濃縮度10wt%以下）

棒状燃料挿入本数 50本以上900本以下

臨界水位 40ｃｍ以上140ｃｍ以下

反応度制御 軽水（減速材及び反射材）による水位制御

冷却材
な し

（低出力（最大200W）であり、
崩壊熱除去を含め、冷却は不要。）

最大過剰反応度
0.3ドル（通常時）

0.8ドル（運転時の異常な過渡変化時）

最大反応度添加率 ３セント/秒

緊急停止
安全板挿入（スクラム信号発生後1.5秒以内）
排水弁開  （スクラム信号発生後１秒以内）

運転形態 短時間の運転（デイリー運転）

安全板格子板
格子板

フレーム

炉心タンク

STACY炉心タンク説明図

減速材（軽水）の給排水

棒状燃料

STACYの主要な仕様
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STACYの核計装設備の概要

STACY核計装検出器配置説明図

➢ 核計装設備は、起動系２系統、運転系線型出力系２系統、運転系対数出力系２系統、
安全出力系２系統から構成し、これらの組合せにより、通常運転時、運転時の異常な
過渡変化時における予想変動範囲の中性子束を連続的に計測、監視する。

①

②

③①

②

③
①③

①起動系（B-10比例計数管）

②運転系線型出力系（γ線補償型電離箱）

③運転系対数出力系（γ線補償型電離箱）

④安全出力系（γ線補償型電離箱）

3



計測制御系統施設の構成及び申請範囲

計測制御系統施設は、次の施設から構成される。
(1) 計装
(2) 安全保護回路
(3) 制御設備
(3) その他の主要な事項

上記の(1)計装は、次の設備から構成される。
イ．核計装
ロ．その他の主要な計装

上記のうち、イ．核計装は、次の各部から構成される。
ａ．起動系
ｂ．運転系線型出力系
ｃ．運転系対数出力系
ｄ．安全出力系
ｅ．検出器配置用治具
ｆ． 盤

今回申請する範囲は、上記（1）計装、イ．核計装のうち、a．起動系の計測範囲の表
記の変更（従来の 「原子炉出力（単位：Ｗ）」表記から「中性子カウント毎秒（単位：
ｓ－１）」表記へ記載の適正化）及び検出器の更新に関するものである。

4
注） 黄色マーカー部は、今後の設工認申請書の一部補正により追記する事項を示す（以下、本資料において同じ） 。



設計条件
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➢ 核計装は、起動系２系統、運転系線型出力系２系統、運転系対数出力系２系統、安

全出力系２系統から構成し、これらの組合せにより、通常運転時、運転時の異常な過

渡変化時における予想変動範囲の中性子束を連続的に計測、監視できる設計とする。

➢ このうち、起動系は、原子炉起動、臨界近接及び低出力時の中性子束を計測、監視

し、炉周期短及び高圧電源電圧低のスクラム信号を発する設計とする。また、絶縁回

路を経由して計測制御系へ記録信号、インターロック信号を発する設計とする。

➢ 起動系の計測範囲の表記を実際の計測方式（計数率）に合わせて、以下のとおり変

更する。

変更前 変更後

計測範囲 計測範囲

1×10-5 ～ 2×100 W 1 ～ 2×105 s-1



設計仕様
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➢ 起動系は、主として原子炉起動、臨界近接及び低出力時の中性子束を監視するもの

で、比例計数管、対数計数率回路、炉周期回路等で構成し、炉周期短及び高圧電源

電圧低のスクラム信号を発する。また、この系統からは、絶縁回路を経由して計測制

御系へ記録信号、インターロック信号を発する。

➢ 起動系の設計仕様は以下のとおりである。また、計測範囲の表記を実際の計測方式

に合わせて、出力（Ｗ）ではなく、計数率（ｓ－１）に変更する。

➢ 起動系の検出器（Ｂ-10比例計数管）の更新は、従来の検出器と同等の性能（検出器

の種類、計測範囲、系統数等）を有するものに交換するものである。

検出器の種類
計測範囲

系統数
変更前 変更後

B-10比例計数管
1×10-5 ～ 2×100 W 1 ～ 2×105 s-1

２系統
-100 s ～ ∞ ～ +5 s -100 s ～ ∞ ～ +5 s



STACY核計装設備の計測範囲
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※本図は、核計装各系統が計測する範囲を原子炉出力に重ねて示したものであり、起動系の計測範囲は原子炉出力のそれ

と厳密に一致するものではない。また、炉心を構成するときは、炉心内中性子束分布と各核計装の計測範囲を考慮して、

起動系及び運転出力系の検出器を炉心タンク内に適切に配置し、起動系と運転出力系並びに運転出力系と安全出力系の

計測範囲をオーバーラップさせることにより、中性子束を連続的に計測する。



使用前事業者検査の項目及び方法
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検査項目 検査の方法

外観検査
検出器の外観に機能上の有害な傷、割れ及び変形がないこと
を目視により確認する。

据付検査
検出器の配置及び据付状態が適正であり、かつ、他の機器等
と干渉及び異常な変形がないことを目視により確認する。

適合性確認検査

設計の変更が生じた構築物等について、本申請書の「設計及
び工事の方法」に従って行われ、下記の技術基準規則への適
合性が確認されていることを、記録等により確認する。

・計測設備（第30条）

品質マネジメント
システム検査

本申請書の「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」
に記載した「原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使
用施設等品質マネジメント計画書」に従って工事及び検査に係
る保安活動が行われていることを、記録等により確認する。



検出器（起動系）の工事フローシート
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設工認技術基準規則との適合性（1/5）

技術基準規則の条項
説明の
必要性
の有無

適合性

第1条 適用範囲 第1項

第2条 定義
第1項
第2項

第3条
特殊な設計による
試験研究用等原子
炉施設

第1項
無

STACY施設は特殊な設計による試験
研究用等原子炉施設ではないため、該
当しない。

第2項

第4条
廃止措置中の試験
研究用等原子炉施
設の維持

－ 無
STACY施設は廃止措置中の試験研究
用等原子炉施設ではないため、該当し
ない。

第5条
試験研究用等原子
炉施設の地盤

－ 無

ＳＴＡＣＹ施設の原子炉建家は、⼗分に
⽀持することができる地盤に設置して
いることを既認可で確認している。本申
請はその設計を変更するものではない
ため、該当しない。

第6条
地震による損傷の
防止

第1項 無

本申請の対象設備は、耐震重要度Ｂク
ラスの耐震性を有することを既認可で
確認している。本申請の内容は起動系
の計測範囲の表記の変更及び同等の
性能を有する検出器への更新であり、
その設計を変更するものではないため、
該当しない。

第2項
無

ＳＴＡＣＹ施設には耐震重要施設はない
ため、該当しない。第3項

第7条
津波による損傷の
防止

－ 無

本申請の対象設備を設置する原子炉
建家は、ＳＴＡＣＹ施設として考慮すべき
L2津波は到達しないことを設置（変更）
許可で確認している。本申請はその設
計を変更するものではないため、該当
しない。

第8条
外部からの衝撃に
よる損傷の防止

第1項 無 本申請の対象設備を設置する原子炉
建家は、外部からの衝撃によりその安
全性を損なうおそれがないことを既認
可で確認している。本申請はその設計
を変更するものではないため、該当し
ない。

第2項 無

第3項 無
原子炉を船舶に設置するものではない
ため、該当しない。

技術基準規則の条項
説明の
必要性
の有無

適合性

第8条
外部からの衝撃に
よる損傷の防止

第4項 無

ＳＴＡＣＹ施設の原子炉建家は、航空
機の落下確率が防護設計の要否を
判断する基準（10-7/年）を下回るた
め、防護措置その他の適切な措置
は不要であることを設置（変更）許可
で確認している。本申請はその設計
を変更するものではないため、該当
しない。

第9条
試験研究用等原子
炉施設への人の不
法な侵入等の防止

－ 無

本申請の対象設備は、不正アクセス
を防止するため、電子計算機を使用
しない設計とすることを既認可で確
認している。本申請の内容は起動系
の計測範囲の表記の変更及び同等
の性能を有する検出器への更新で
あり、その設計を変更するものでは
ないため、該当しない。

第10条
試験研究用等原子
炉施設の機能

第1項 無

ＳＴＡＣＹ施設は、給排水系による水
位制御にて原子炉の反応度を調整
し、原子炉停止系の停止能力と併せ
て、原子核分裂の連鎖反応を制御で
きる能力を有する設計となっているこ
とを既認可で確認している。本申請
はその設計を変更するものではない
ため、該当しない。

第2項 無
原子炉を船舶に設置するものではな
いため、該当しない。

第11条 機能の確認等 － 無

本申請の対象設備は、原子炉の停
止中に必要な箇所の保守点検及び
検査を実施できる設計となっている
ことを既認可で確認している。本申
請の内容は起動系の計測範囲の表
記の変更及び同等の性能を有する
検出器への更新であり、その設計を
変更するものではないため、該当し
ない。

第12条 材料及び構造

第1項

無

本申請の対象設備は、容器、管、弁
及びポンプ並びにこれらを支持する
構造物並びに炉心支持構造物では
ないため、該当しない。

第2項

第3項
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設工認技術基準規則との適合性（2/5）

技術基準規則の条項
説明の

必要性の
有無

適合性

第13条 安全弁等 － 無
本申請の対象設備は、安全弁等を有しな
いため、該当しない。

第14条 逆止弁等 － 無
本申請の対象設備は、逆止弁等を有しな
いため、該当しない。

第15条
放射性物質に
よる汚染の防
止

第1項

無
本申請の対象設備は、放射性物質を内
蔵する機器ではないため、該当しない。

第2項
第3項
第4項

第16条 遮蔽等
第1項

無
本申請の対象設備は、ＳＴＡＣＹ施設の遮
蔽等に関する設計に影響を与えるもので
はないため、該当しない。

第2項

第17条 換気設備 － 無
本申請の対象設備は、ＳＴＡＣＹ施設の換
気設備に関する設計に影響を与えるもの
ではないため、該当しない。

第18条 適用 第1項

第19条
溢水による損
傷の防止

第1項 無

本申請の対象設備は、施設内の溢水が
発生した場合にも安全性を損なわないよ
う、フェイルセーフの設計となっていること
を既認可で確認している。本申請の内容
は起動系の計測範囲の表記の変更及び
同等の性能を有する検出器への更新で
あり、その設計を変更するものではない
ため、該当しない。

第2項 無
本申請の対象設備は、放射性物質を内
蔵する機器ではないため、該当しない。

第20条
安全避難通路
等

－ 無
本申請の対象設備は、ＳＴＡＣＹ施設の安
全避難通路等に関する設計に影響を与
えるものではないため、該当しない。

第21条 安全設備 － 無

本申請の対象設備は、安全設備の要件
（①共用の禁止、②多重性又は多様性及
び独立性の確保、③火災防護等）を満足
することを既認可で確認している。本申
請の内容は起動系の計測範囲の表記の
変更及び同等の性能を有する検出器へ
の更新であり、その設計を変更するもの
ではないため、該当しない。

第22条 炉心等

第1項

無

本申請の対象設備は、燃料体、減速材
及び反射材並びに炉心支持構造物に関
する設計に影響を与えるものではないた
め、該当しない。

第2項

第3項

＊１：凡例
－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等がＳＴＡＣＹ施設に無いことを示す。
〇：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり適合性説明を要することを示す。
×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

技術基準規則の条項
説明の

必要性の
有無

適合性

第23条 熱遮蔽材 － 無
ＳＴＡＣＹ施設は熱遮蔽材を有しないため、
該当しない。

第24条 一次冷却材 － 無
ＳＴＡＣＹ施設は一次冷却材を有しないた
め、該当しない。

第25条
核燃料物質取
扱設備

－ 無
STACY施設は核燃料物質取扱設備を有
しないため、該当しない。

第26条
核燃料物質貯
蔵設備

第1項

無

申請設備は核燃料物質貯蔵設備ではな
いため、該当しない。第2項

第27条
一次冷却材処
理装置

第1項
STACY施設は一次冷却材処理装置を有
しないため、該当しない。

第28条 冷却設備等

第1項

無
STACY施設は冷却設備等を有しないた
め、該当しない。

第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項

第29条 液位の保持等
第1項

無
ＳＴＡＣＹ施設は一次冷却材及び冠水維
持設備を有しないため、該当しない。第2項

第30条 計測設備

第1項
第1号

有 Ｐ．14 に示すとおり。

第1項
第2号

無

ＳＴＡＣＹの炉周期を計測する設備として、
核計装のうち起動系及び運転系対数出
力系が設けられていることを既認可で確
認している。本申請の内容は起動系の計
測範囲の表記の変更及び同等の性能を
有する検出器への更新であり、その設計
を変更するものではないため、該当しな
い。

第1項
第3号 無

制御棒（固体の制御材をいう。）の位置の
計測については、ＳＴＡＣＹでは減速材及
び反射材である軽水を制御材とし、炉心
タンク内の水位により反応度を制御する
ため、炉心の水位に読み替える。

炉心タンクの水位に関するプロセス計
装として、最大給水制限スイッチ、給水停
止スイッチ、排水開始スイッチ及びサー
ボ型水位計を施設することについて既認
可で確認している。本申請はその設計を
変更するものではないため、該当しない。
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設工認技術基準規則との適合性（3/5）

技術基準規則の条項
説明の

必要性の
有無

適合性

第35条
廃棄物処理設
備

第1項 無 本申請の対象設備は、ＳＴＡＣＹ施設の廃
棄物処理設備に関する設計に影響を与え
るものではないため、該当しない。

第2項 無

第36条 保管廃棄設備
第1項

無
本申請の対象設備は、ＳＴＡＣＹ施設の保
管廃棄設備に関する設計に影響を与える
ものではないため、該当しない。

第2項
第3項

第37条
原子炉格納施
設

－ 無
本申請の対象設備は、ＳＴＡＣＹ施設の原
子炉格納施設に関する設計に影響を与え
るものではないため、該当しない。

第38条 実験設備等 － 無
本申請の対象設備は、ＳＴＡＣＹ施設の実
験設備等に関する設計に影響を与えるも
のではないため、該当しない。

第39条

多量の放射性
物質等を放出
する事故の拡
大の防止

－ 無
STACY施設は中出力炉又は高出力炉で
はないため、該当しない。

第40条 保安電源設備

第1項 無

ＳＴＡＣＹ施設には、外部電源系統からの
電気の供給が停止した場合において、原
子炉施設の安全を確保し必要な設備の機
能を維持するための非常用電源設備が
設けられていることを既認可で確認してい
る。本申請はその設計を変更するもので
はないため、該当しない。

第2項 無

本申請の対象設備は、無停電電源装置
に接続されていることを既認可で確認して
いる。本申請はその設計を変更するもの
ではないため、該当しない。

第3項 無

ＳＴＡＣＹの原子炉停止系は全交流動力電
源喪失時にフェイルセーフにより原子炉を
停止でき、ＳＴＡＣＹが停止したことを確認
するために必要な容量を有する無停電電
源装置が設けられていることを既認可で
確認している。本申請はその設計を変更
するものではないため、該当しない。

技術基準規則の条項
説明の

必要性の
有無

適合性

第30条 計測設備

第1項
第4号

無
ＳＴＡＣＹ施設は一次冷却材を有しないた
め、該当しない。

第2項 無

ＳＴＡＣＹ施設における設計基準事故は、
「棒状燃料の機械的破損」及び「溶液燃料
の漏えい」であり、これらの設計基準事故
に対し、本申請の対象設備は不要である
ため、該当しない。

第31条
放射線管理施
設

－ 無
本申請の対象設備は、ＳＴＡＣＹ施設の放
射線管理施設に関する設計に影響を与
えるものではないため、該当しない。

第32条 安全保護回路 － 無

本申請の対象設備は、安全保護回路の
要件（①異常の検知及び原子炉停止系の
作動開始、②多重性又は多様性及び独
立性の確保、③不正アクセス防止等）を
満足することを既認可で確認している。本
申請の内容は起動系の計測範囲の表記
の変更及び同等の性能を有する検出器
への更新であり、その設計を変更するも
のではないため、該当しない。

第33条
反応度制御系
統及び原子炉
停止系統

第1項

無

本申請の対象設備は、ＳＴＡＣＹ施設の反
応度制御系統及び原子炉停止系統に関
する設計に影響を与えるものではないた
め、該当しない。

第2項
第3項
第4項
第5項
第6項

第34条
原子炉制御室
等

第1項

無

本申請の対象設備は、ＳＴＡＣＹ施設の制
御室に関する設計（技術基準規則第34条
第2項を除く。）に影響を与えるものではな
いため、該当しない。

第3項
第4項
第5項

第2項 無

ＳＴＡＣＹ施設の制御室には、ＳＴＡＣＹの
運転状態を示す中性子束等のパラメータ
を連続的に表示するとともに運転状態の
異常を警報表示するため、核計装設備及
びその他の主要な計測設備並びに警報
装置を集中して設置していることを既認可
で確認している。本申請の内容は起動系
の計測範囲の表記の変更及び同等の性
能を有する検出器への更新であり、その
設計を変更するものではないため、該当
しない。

12



設工認技術基準規則との適合性（4/5）

技術基準規則の条項
説明の

必要性の
有無

適合性

第41条 警報装置 － 無

本申請の対象設備は、中性子束、炉周期
が設定値を超えた場合に、これを確実に
検知して速やかに警報を発する設計と
なっていることを既認可で確認している。
本申請の内容は起動系の計測範囲の表
記の変更及び同等の性能を有する検出
器への更新であり、その設計を変更する
ものではないため、該当しない。

第42条
通信連絡設備
等

第1項
無

本申請の対象設備は、ＳＴＡＣＹ施設の通
信連絡設備等に関する設計に影響を与え
るものではないため、該当しない。

第2項

第43条
～
第52条

第三章
研究開発段階原子炉に
係る試験研究用等原子
炉施設に関する条項

無
STACY施設は研究開発段階原子炉では
ないため、該当しない。

第53条
～
第59条

第四章
ガス冷却型原子炉に係
る試験研究用等原子炉
施設に関する条項

無
STACY施設はガス冷却型原子炉ではな
いため、該当しない。

第60条
～
第70条

第五章
ナトリウム冷却型高速
炉に係る試験研究用等
原子炉施設に関する条
項

無 STACY施設はナトリウム冷却型高速炉で
はないため、該当しない。

第71条
第六章
雑則

13



設工認技術基準規則との適合性（5/5）

適合性説明

• 第１項第１号に適合するように、ＳＴＡＣＹの核計装設備は、起動系、運転出力系（線型及び

対数）並びに安全出力系で構成し、 起動系と運転出力系並びに運転出力系と安全出力系

の計測範囲をオーバーラップさせることにより、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時

における中性子束を連続的に計測、監視する。

14

（１）核計装／起動系

（計測設備）

第三十条 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する設備が設けられていなけれ
ばならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計
測する設備をもって代えることができる。

一 熱出力及び炉心における中性子束密度
二 炉周期
三 制御棒（固体の制御材をいう。以下同じ。）の位置
四 一次冷却材に関する次の事項

イ 含有する放射性物質及び不純物の濃度
ロ 原子炉容器内における温度、圧力、流量及び液位

２ （略）



原子炉設置許可申請書との整合性（1/3）
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原子炉設置許可申請書（抜粋） 設工認申請書

第１編 計測制御系統施設のうち Ⅰ．計装

３．設 計

 ３.１ 設計条件

【本文】

５．試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備

へ 計測制御系統施設の構造及び設備

（１） 計装

計測制御系は、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、

炉心及びそれに関連する系統の健全性を確保するために必要なパラメータ

を、適切な想定範囲に制御し、監視できるように設計する。

( i ) 核計装の種類

核計装設備は、起動系、運転系線型出力系、運転系対数出力系及び

安全出力系から構成する。

a. 起動系

            比例計数管  ２系統

b. 運転系線型出力系

            中性子電離箱 ２系統

c. 運転系対数出力系

            中性子電離箱 ２系統

d. 安全出力系

            中性子電離箱 ２系統

設計方針 設計条件

➢ 核計装は、起動系２系統、運転系線型出力系２系統、運転

系対数出力系２系統、安全出力系２系統から構成し、これら

の組合せにより、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時

における予想変動範囲の中性子束を連続的に計測、監視で

きる設計とする。

➢ このうち、起動系は、原子炉起動、臨界近接及び低出力時の

中性子束を計測、監視し、炉周期短及び高圧電源電圧低の

スクラム信号を発する設計とする。

➢ また、絶縁回路を経由して計測制御系へ記録信号、インター

ロック信号を発する設計とする。

➢ 起動系の計測範囲の表記を実際の計測方式（計数率）に合

わせて、以下のとおり変更する。

変更前 変更後
計測範囲 計測範囲

１×10-５ ～ ２×10０ Ｗ １ ～ ２×10５ ｓ-1



原子炉設置許可申請書との整合性（2/3）
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原子炉設置許可申請書（抜粋） 設工認申請書

第１編 計測制御系統施設のうち Ⅰ．計装

３．設 計

 ３.２ 設計仕様

【添付書類八】

５．計測制御系統施設

へ 計測制御系統施設の構造及び設備

5.2.3 主要設備

(2) 安全保護系の核計装設備

1) 安全保護系の核計装設備は、炉心近傍において中性子束を測定するこ

とにより異常状態を検知し、原子炉停止系を自動的に作動させるように

次に示す系で構成する。

ⅰ） 起動系（２系統）

主として起動、臨界近接及び低出力時の中性子束を監視するもので、

比例計数管、対数計数率回路、炉周期回路等で構成し、炉周期短及び

高圧電源電圧低のスクラム信号を発する。また、この系統からは、絶縁

回路を経由して計測制御系へ記録信号、インターロック信号を発する。検

出器を配置するための治具は、炉心に機械的な影響を与えないよう、適

切な強度を有する設計とする。

(3) 計測制御系の核計装設備

計測制御系の核計装設備は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化

時における予想変動範囲の中性子束を計測し、記録、警報、インターロッ

ク信号の発信を行うように次の系で構成する。

ⅰ） 起動系（２系統）

安全保護系の核計装設備の起動系から絶縁回路を経由して送られる

信号により、主として起動、臨界近接及び低出力時の中性子束を監視、

記録するもので、この系統からは、低中性子束に関するインターロック信

号、炉周期短の警報及びインターロック信号を発する。

設計方針 設計仕様

➢ 起動系は、主として原子炉起動、臨界近接及び低出力時の

中性子束を監視するもので、比例計数管、対数計数率回路、

炉周期回路等で構成し、炉周期短及び高圧電源電圧低のス

クラム信号を発する。

➢ また、この系統からは、絶縁回路を経由して計測制御系へ記

録信号、インターロック信号を発する。

➢ 起動系の設計仕様は以下のとおりである。また、計測範囲の

表記を実際の計測方式に合わせて、出力（Ｗ）ではなく、計数

率（ｓ－１）に変更する。起動系の計測範囲の表記を実際の計

測方式（計数率）に合わせて、以下のとおり変更する。

➢ 起動系の検出器（Ｂ-10比例計数管）の更新は、従来の検出

器と同等の性能（検出器の種類、計測範囲、系統数等）を有

するものに交換するものである。



原子炉設置許可申請書との整合性（3/3）
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原子炉設置許可申請書（抜粋） 設工認申請書

第１編 計測制御系統施設のうち Ⅰ．計装

３．設 計

 ３.２ 設計仕様

【添付書類八】

設計方針 設計仕様

核計装計測範囲の図は、直近の設置変更許可の申請の際に、

本設工認申請書の内容の反映を行う。

第5.2-2図 ＳＴＡＣＹ核計装設備計測範囲 図-2 核計装の計測範囲



品質保証に係る原子炉設置許可申請書との整合性

18

「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（令和2年原子力規制委
員会規則第2号）」（以下「品管基準規則」という。）への適合に関しては、原子炉設置許可申請書（共通編本文）に
記載した品質管理計画を受け、品管基準規則に適合するように策定した「原子力科学研究所原子炉施設及び核
燃料物質使用施設等品質マネジメント計画書(QS-P10)」（以下「品質マネジメント計画書」という。）により設計及び
工事の品質管理を行うとともに、以下に示すとおり設計、工事及び検査の各段階に係るプロセスを管理する。

臨界ホット試験技術部設計・開発管理要領

設計、工事及び検査の手順

（JAEA） （調達先）

完了

設計・開発管理計画の作成

設計・開発要求の適切性評価

詳細設計（仕様確認）

設計・開発要求と設計・開発結果の対比

７．業務の計画及び実施
７．３ 設計・開発

所長又は設計・開発を行う部長は、原子炉施設等の改
造、更新等に関する設計・開発を適切に実施するため、
設計・開発に関する管理要領を定め、次の事項を管理
する。

品質マネジメント計画書（抜粋）

調達製品の納入

調達製品の発注 契約の履行

工事（検出器の交換）

設備の妥当性確認
使用前事業者検査合格

設計・開発の検証

設工認申請



更新前後における起動系検出器の同等性（1/2）

（１） 更新前後の検出器の仕様

設工認記載事項である検出器の種類、計測範囲、系統数は同じである。なお、詳細仕様につ

いては、一部の寸法及び材質が異なるものの、設工認記載の性能に影響するものではない。

19

項 目 更新後 更新前

（1） 検出器の種類※ B-10比例計数管 B-10比例計数管

（2） 計測範囲※ 1 ～ 2×105 ［cps］ 1 ～ 2×105 ［cps］

（3） 系統数※ 2系統 2系統

（4） 寸法（参考）
全  長（mm）
外  径（mm）
有感長（mm）

395
25.4

300

379.48
25.4

266.70

（5） 材質等（参考）
外容器材
中性子反応物質
ガス種類
ガス圧

SUS304
ボロン10
Ar + CO2

26 kPa

Al
ボロン10
Ar + CO2

20 cmHg(≈26.7 kPa)

※ 設工認申請書 記載事項



更新前後における起動系検出器の同等性（2/2）

（2） 更新前後の検出器の計測範囲

更新前後の検出器で中性子を検出した際のパルス幅をそれぞれ計測し、同等の計測性能を

有していることを確認した。

➢ 更新前の検出器のパルス幅3.2μsに対し、更新後の検出器におけるパルス幅は3.4μsと

同等の性能であり、1/3.4μs＝2.94×105パルス検出/sであることから、既設の計測範囲

（1～2×105 cps）を満足することを確認した。

20

出力パルス波形（更新後） 出力パルス波形（更新前）
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